
熊本県サービス付き高齢者向け住宅に関する報告、検査等実施要項 

 

（目的） 

第１条 この要項は、高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成13年法律第26号。以下「高齢者住

まい法」という。）第24条の規定に基づき、熊本県内のサービス付き高齢者向け住宅（以下「登録

住宅」という。）に関する報告及び検査の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（登録事業開始届） 

第２条 高齢者すまい法第５条の規定に基づき登録を受けたサービス付き高齢者向け住宅事業を行う

者（以下「登録事業者」という。）は、登録住宅の管理を開始するときは入居開始１０日前までに、

サービス付き高齢者向け住宅登録事業開始届（別記第１号様式）により、知事に届け出るものとす

る。 

（事故報告） 

第３条 登録事業者は、サービス付き高齢者向け住宅において事故が発生したときは、直ちに当該事

故の内容を知事に報告するものとする。 

（定期報告） 

第４条 登録事業者は、毎年３月末時点のサービス付き高齢者向け住宅の登録事項及び管理の状況に

ついて「サービス付き高齢者向け住宅定期報告書」（別記第２号様式）により作成し、毎年５月末

までに知事に提出するものとする。 

（立入検査） 

第５条 立入検査は、あらかじめ定める実施計画（以下「実施計画」という。）により実施するもの

のほか、必要に応じて随時実施するものとする。 

２ 知事は、立入検査の実施にあたっては、登録事業者に対して事前通知を行うものとする。ただし、

緊急に立入調査の必要が生じた場合は、この限りでない。 

３ 立入検査は原則として住宅課及び高齢者支援課の職員２名以上で実施するものとし、それぞれの

所管事項を分担する。なお、老人福祉法の規定に基づく有料老人ホームに該当する施設であって必

要がある場合には老人福祉法に基づき、指定介護サービス事業所が併設されている場合であって必

要がある場合には、同時に介護保険法に基づく指導等を行うことがある。 

４ 高齢者すまい法第２４条第３項の規定による身分を示す証明書は，熊本県職員証とする。 

（立入検査事項） 

第６条 サービス付き高齢者向け住宅に対する立入検査事項は、原則として実施計画において定める

ものとし、必要に応じて別途追加することができるものとする。ただし、緊急に立入調査の必要が

生じた場合は、この限りでない。 

（立入検査の結果通知） 

第７条 知事は、立入検査の結果は、高齢者すまい法第25条に基づき指示をする場合を除き、速やか

に登録事業者あて通知するものとする。 

（改善の報告） 

第８条 前条の通知により、改善すべき事項があるときは、知事は改善報告書（別記第３号様式）に

より登録事業者から期限を付して改善状況等の報告を求めるものとする。 

（その他） 

第９条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行について必要な事項は、知事が別に定めるも



のとする。 

附 則 

 この要項は、平成２６年３月３１日から施行する。 

 

附 則 

 この要項は、令和３年３月３１日から施行する。 


